
 

 

 

 

 

 

 

 

Point1 公社債※1・公社債投信の譲渡益が課税対象になります！ 

Point2 
公社債・公社債投信と上場株式等の損益通算および譲渡損（償還損を 

含む）の３年間の繰越控除※2が可能になります！ 

Point3 公社債・公社債投信の特定口座への受入れが可能になります！ 

 

 

                

※１ 公社債とは、特定公社債（国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債、平成 27年 12月 31日以前に発行された公

社債（同族会社に該当する会社が発行した社債および発行時に源泉徴収された割引債を除く）等）を指します。 
※２ 上場株式等を譲渡して生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降３年間にわたり株式等の譲渡益、および上場株式等

の配当等から控除することができます。この場合、上場株式等の譲渡損が生じた年分はもちろんのこと、その後に取引がない年があっても

その損失を繰り越す期間は引き続き確定申告をしなければなりません。 

※３ 所得税及び復興特別所得税 15.315％と住民税 5％。 

 

税制改正のポイント 

改正前 

（平成27年12月31日まで） 

国内債券・外国債券の譲渡益 

非課税 

国内債券・外国債券の償還差益 

総合課税（雑所得、累進税率） 

国内債券・外国債券の利子／分配金 

源泉分離課税（20.315％※3） 

公社債・公社債投信等の利子や  
分配金、売買損益の損益通算 

不可 
譲渡損 (償還損を含む )の                                                                                                                           
３ 年 間 の 繰 越 控 除 

不可 

改正後 

（平成28年1月1日から） 

申告分離課税 

（20.315％※3） 

公社債・公社債投信と上場株式等
の損益通算および、譲渡損(償還損
を含む )の３年間の繰越控除  

可能 

平成 28 年 1 月から 

公社債･公社債投信の税制が 

大幅に改正されます！ 

金融所得課税の一体化 

【商 号 等】極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 65号 

【加 入 協 会】日本証券業協会／一般社団法人第二種金融商品取引業協会 



 

特定公社債 
国債・地方債・外国国債・外国地方債・公募公社債・上場公社債 

平成 27年 12月 31日以前に発行された公社債（同族会社に該当する会社が     

発行した社債および発行時に源泉徴収された割引債を除く） 等 

公募公社債投資信託等 
公募公社債投信の受益権・証券投信以外の公募投信の受益権 等 

＊「MRF」「MMF」「中期国債ファンド」「外貨 MMF」「公社債投信」等が該当します 

 

 

 
 

特定口座内の取引について、お客さまに代わって極東証券が上場株式等の売買損益や配当金等を計算し、税額を算

出して「特定口座年間取引報告書」を作成する仕組みです。 

特定口座（源泉徴収あり）をご利用の場合は、納税手続きも極東証券が行ないますので、確定申告は不要※4です。ま

た特定口座（源泉徴収なし）をご利用の場合は、「特定口座年間取引報告書」を利用して簡易に確定申告を行えます。 

平成 28年 1月からは、公社債・公社債投信の売買損益（償還損益含む）や利子等も特定口座内で管理できるように 

なります。 

※4 譲渡損等の 3年間の繰越控除を利用する場合や、他の口座での取引と損益通算する場合は、確定申告が必要です。 
 

 

    

 
 

平成 28年 1月 1日以前に取得されている公社債や公社債投信については、経過措置として、平成 28年１月１日から

平成 28年 12月 31日までであれば、特定口座に受入れることができる予定です。 

現在、極東証券で取扱いの公社債や公社債投信について、特定口座への受入れ準備をすすめております。 

なお、受入れ可能商品を特定口座に組み入れるには、あらかじめ特定口座の開設が必要です。現在、特定口座が未

開設で、開設をご希望されるお客さまはお手続きが必要となりますので、お取引店までお申し出ください。 

＊取得方法（他社からの移管や相続、贈与等）や取得時期等によっては、特定口座に受入れることができない場合があります。 

 

 

 

平成28年1月より特定口座への受入れが可能となる商品 

特定口座について 

特定口座 

源泉徴収あり 

（源泉徴収選択口座） 

源泉徴収なし 

（簡易申告口座） 

一般口座 

本資料は、金融所得課税の一体化の説明資料として極東証券株式会社が作成したものです。なお、本資料は各種の信頼できると思われる情報源から作成

しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。本資料は平成 27年 6月時点での情報を基に作成されたものですが、今後税制改正等

が行われた場合、記載内容が変更となる可能性があります。 
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確定申告不要 当社が譲渡益から源泉徴収※4
 

確定申告 
特定口座年間取引報告書による 

簡易な確定申告 

お客さまご自身で年間の譲渡損益

を計算して確定申告 

必要に応じて確定申告を行う 

選択 


